
 

 

  
 

 

第第３３章章  

        男男女女共共同同参参画画にに関関すするる施施策策のの実実施施状状況況  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注意＞ 

実施施策の担当課は、平成２３年度の担当課で表記しています。 
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Ⅰ 人権を尊重した男女共同参画の意識づくり 

 １ 男女共同参画の理解と意識形成 

  ⑴ 男女共同参画に関する意識啓発 

 

男女が共に性別による差別的取扱いを受けることなく、一人ひとりの個性と能力が発揮できる社会を目

指して、男女共同参画に関する広報や啓発を図ります。また、性別による固定的役割分担意識による制度、

慣行を見直すことや男女共同参画に関する情報の収集と提供を図ります。 

      （単位：千円） 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅰ－１－⑴－① 

広報、ホームページ、

ケーブルテレビを活用

し、条例や計画の広

報・啓発を図ります。 

総務課 □ 多様な媒体を活用した男女共同参画に関する広報の実施 

 ・ホームページに条例・計画・各種相談窓口等を掲載した。 

 

－ 1 

Ⅰ―１－⑴－② 

男女共同参画の意識を

高めるための講演会、

出前講座の開催を図り

ます。 

総務課 □ 男女共同参画巡回講座の開催 

  条例及び計画の概要、仕事と生活の調和、ＤＶについての説

明と、男女共同参画推進員の進行によるグループの話合いを行

い、男女共同参画に関する意識啓発を図った。 

 市内５地区 参加人数 １７１人 

 

□ 男女共同参画企画展示の実施 

  射水市働く婦人の家「きらめきフェスティバル」の開催期間

中、男女共同参画に関する企画展示を実施した。 

日時 １１月１３日、１４日 

内容 条例及び計画の概要、仕事と生活の調和、ＤＶ、 

男女共同参画推進委員等の紹介 

   3 

 

 

 

 

 

－ 

2 

Ⅰ―１―⑴－③ 

男女共同参画週間にお

ける啓発活動を図りま

す。 

総務課 □ 男女共同参画週間（毎年６月２３日から同月２９日までの 1

週間）の活用 

・市内全図書館において企画展示を実施した。 

   内容 条例及び計画、仕事と生活の調和、ＤＶ、男女共同

参画推進委員会活動、男女共同参画関連図書等の紹介 

・ＪＲ小杉駅前で、推進員と啓発チラシなどを配布した。 

－ 3 

Ⅰ―１－⑴―④ 

性別による固定的な役

割分担による制度や慣

行を見直し、男女が対

等な立場で意思決定や

責任を担う意識啓発を

図ります。 

総務課 

 

 

 

人事課 

□ 男女共同参画巡回講座の開催 再掲Ⅰ―１－⑴－② 

  家庭・地域・職場等あらゆる分野への女性の参画について、

条例の理念や計画の概要を説明し、意識啓発を図った。 

 

□ 射水市職員旧姓使用取扱要綱（平成１９年４月１日施行） 

職員の旧姓使用について、範囲、手続き等を規定した要綱 

を定め職員に周知 

－ 

 

 

 

 

4 

5 

Ⅰ―１－⑴－⑤ 

国・県等の取組に関す

る情報の収集と提供を

図ります。 

総務課 □ ホームページに国・県等の関係機関のリンクを設定し、各種

制度や情報の提供を図った。 

・内閣府男女共同参画局、富山県男女参画・ボランティア課、 

富山県民共生センター「サンフォルテ」、富山労働局雇用 

均等室、（財）２１世紀職業財団 

－ 6 

 



 
8 

 
具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅰ―１－⑴－⑥ 

定期的に男女共同参画

に関する市民意識調査

の実施を図ります。 

総務課 □ 計画策定時（平成１８年度）の男女共同参画に関する意識の

推移を定期的に調査、男女共同参画基本計画の改定や関係施策

の資料とする。 

 ・実施期間 平成２２年１１月～１２月 

 ・対  象 市内１８歳～７９歳の男女２，０００人 

 ・回  収 １，１０６人（回収率 ５５．３％） 

 

114 7 
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Ⅰ 人権を尊重した男女共同参画の意識づくり 

 １ 男女共同参画の理解と意識形成 

⑵ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

 

教育活動を通じて、児童・生徒の発達段階に応じた人権、男女平等教育の充実を図ります。併せて、教

職員等の指導の充実を図ります。家庭や地域において男女共同参画意識の醸成を図るため、市民活動と生

涯学習体制との連携を図りながら講座や学習活動を推進します。 

 
具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅰ－１－⑵－① 

学校教育活動を通じ、

児童・生徒の発達段階

に応じた人権、男女平

等教育の充実と職員研

修を通じた指導の充実

を図ります。 

教育総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課 

□ 人権教育の推進 

  市内の全学校において、児童生徒の発達段階に応じて人権尊

重の精神を高め、一人ひとりを大切にする教育を推進した。各

学校の教育計画には人権教育を位置づけ、研修や相談体制の充

実を図りながら、ボランティア活動や自然体験活動、高齢者や

障害者等との交流活動など、様々な体験活動の機会を設け、実

施した。 

□ 人権教育に関する研修会に参加 

 教師の人権意識を高めるために、県教育委員会作成の「人権

教育推進のために」（人権意識チェック表）等を活用して日頃の

指導を振り返り、人権教育に関する研修会に参加した。特に、

言語環境に関しては、人間関係の基盤であることを教師自身が

意識し、望ましい言語活動に心がけた。 

 

□ 人権教室の開催 

  高岡人権擁護委員協議会射水地区委員会が、市内中学校で人

権教室を開催した。 

   開催日 平成２２年１１月９日 

   対 象 射水市立大門中学校 一年生２３６人 

－ 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

   73 

8 

9 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１－⑵－② 

男女共修の技術・家庭

科教育を通じて、男女

共同参画の意識の醸成

を図ります。 

教育総務課 □ 家庭科教育の充実 

  小中学校において、男女共修で技術分野も家庭分野の学習も

履修することで、互いに支え合って生きることや、将来、家族

の一員として役割を果たしながら家庭を築くことの大切さを学

ぶ。 

□ 社会に学ぶ「14歳の挑戦」事業（職場体験活動の実施） 

地区 実施期間 校数 体験者数 受入事業所数 

射水 
5月10日～ 

5月14日 
３ ５４５ １７２ 

新湊 
10月4日～ 

10月8日 
４ ３６４ １１０ 

 

－ 

 

10 

11 

Ⅰ－１－⑵－③ 

幼稚園、保育園、小・

中学校の実情に応じた

混合名簿の活用を図り

ます。 

子ども課 

教育総務課 

 

□ 混合名簿の活用について、男女共同参画の趣旨を踏まえ、各学

校の実情に応じて工夫しながら活用を図っている。 

小学校 １５校／１５校     

中学校 ２校／７校（入学・卒業式生徒名簿で活用） 

   幼稚園 ３園／３園  保育園 ２６園／２６園 

－ 12 



 
10 

 
具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅰ―１―⑵－④ 

幼稚園、保育園、学校

関係職員の資質の向上

を図る研修等におい

て、人権の尊重等、男

女共同参画の視点を取

り入れるよう努めま

す。 

教育総務課 

 

 

 

 

 

総務課 

□ 人権に関する研修 

   再掲Ⅰ－１－⑵－① 

 教師の人権意識を高めるために、県教育委員会作成の「人権

教育推進のために」（人権意識チェック表）等を活用して日頃の

指導を振り返り、人権教育に関する研修会に参加した。 

 

□ 市職員人権啓発研修会 

 「射水市人権のつどい」を開催、市職員に参加を周知した。   

日時：平成２２年１１月２０日 

場所：アイザック小杉文化ホール ラポール 

  637 13 

Ⅰ―１―⑵－⑤ 

家族のふれあいと絆を

深める「家庭の日」を

推奨し、家庭における

男女共同参画の推進を

図ります。 

子ども課 

教育総務課 

 

□ とやま子育て応援団 

「とやま家族ふれあいウィーク」（「とやま県民家庭の日」（毎

月第３日曜日）から始まる１週間）の期間中を中心に、１８歳

未満の子ども連れの家族が、協賛店を利用した場合に、協賛店

が設定している割引や特典等の各種サービスが受けられるも

の。制度について、チラシを配布、ホームページで周知した。 

－ 14 

Ⅰ－１－⑵－⑥ 

家庭教育アドバイザー

と連携した学習機会の

充実を図ります。 

教育総務課 

 

□ 家庭教育支援スキルアップ講座 

・家庭教育アドバイザーを中心に家庭教育支援に携わる方及び

主に小･中学校の保護者を対象 

 ・開催回数 ４回 参加人数 延べ１６５人 

□ ライフステージに応じた課題別子育て講座 

 ・市内１５小学校で次年度就学予定児の保護者を対象 

  参加人数 延べ８６２人 

 ・市内３中学校で次年度入学予定の保護者を対象 

  参加人数 延べ２５６人 

 376 15 

Ⅰ―１－⑵－⑦ 

自主的な学習活動拠点

としての地区公民館活

動を充実する上で、各

世代の男女が共に企

画・立案する学級・講

座、サークル活動の推

進を図ります。 

教育総務課 

 

□ 生涯学習活動の支援                 

 地区公民館              （単位：回、人）                       

内   容 回数 延べ参加人数 

公民館運営事業  １５６ ５，３４０ 

高齢者学級    １２０ ４，８４０ 

女性学級     １２１ ２，５９４ 

青少年学級    １１５ ４，６２０ 

その他    ２２５ ２３，７３１ 
 

7,158 16 

 



 
11 

 
具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅰ―１－⑵－⑧ 

男性の家事・育児・介

護等への参画を促す講

座の充実を図ります。 

関係各課 

 

□ 男女共同参画推進員地域啓発活動     

                    （単位：回、人） 

内     容 回数 延べ参加人数 

男性料理教室等 ７ １５２ 

介護教室 １ ２６ 

 

□ むらづくり熱中塾（大島農業改善センター） 

                     （単位：回、人） 

内     容 回数 延べ参加人数 

男の料理教室 ２ ２９ 

 

□ 食生活改善推進協議会          

（単位：回、人） 

内     容 回数 延べ参加人数 

男性料理教室 ６ ９２ 

 

□ 公民館学級講座 

９地区公民館で実施 

（単位：回、人） 

内     容 回数 延べ参加人数 

男性料理教室 １３ ２３７ 

 

 

 

－ 17 

18 
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Ⅰ 人権を尊重した男女共同参画の意識づくり 

 ２ 男女の人権の尊重 

⑴ 女性の人権を尊重した表現の推進 

 

公衆に表示・提供する情報は、人々の意識に大きな影響を及ぼすことから、性別による固定的な役割分

担や差別を連想させる表現には配慮が必要となります。また、女性の人権、青少年の健全育成の視点から

も性の商品化や暴力を助長する有害図書、広告物の浄化を図ります。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅰ－２－⑴－① 

市の広報・出版物につ

いて、男女共同参画の

視点から適切な表現と

なるよう配慮します。 

総務課 □「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」の活用 

・「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」を共通フォ

ルダに掲載し、性別による固定的な役割分担等、適切な表現

となるよう配慮に努めている。（内閣府H15.3） 

 

－ 19 

Ⅰ―２－⑴－② 

情報を主体的に収集・

判断できる能力（メデ

ィア・リテラシー）の

育成に努めます。 

教育総務課 

 

□ 男女共同参画の視点で、メディアからの情報を正しく選択し、

読み解く能力の育成について、市内全小中学校では、発達段階

に応じて、情報や情報手段を適切に活用できるように年間指導

計画を作成して情報モラルの指導に当たり、有害情報を識別、

選択、判断できるよう指導に努めた。 

－ 20 

Ⅰ―２－⑴－③ 

有害図書等自動販売機

の追放運動を推進しま

す。 

教育総務課 

 

□ 青少年の健全育成の視点で、性の商品化、暴力を助長する有

害図書等の追放運動 

・県主体で行っている有害環境調査に協力し、有害図書等の撤

去などを関係方面に働きかけた。 

－ 21 

Ⅰ―２－⑴－④ 

有害広告物の撤去を図

ります。 

 

都市計画課 □ 青少年の健全育成の視点で、性の商品化、暴力を助長する違

法広告物等の撤去、市内巡視の実施 

 ・実施回数 １１回（毎月３日間） 

・対象施設 国道２路線、県道１７路線、市道２１路線 

－ 22 
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Ⅰ 人権を尊重した男女共同参画の意識づくり 

 ２ 男女の人権の尊重 

⑵ 男女間における暴力の防止 

 

暴力を許さない社会づくりに向けた啓発を図ります。 また、女性の抱えている悩みや女性の社会参画

の妨げとなっている問題は多様であることから、各種相談窓口の連携・協力を図ります。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅰ－２－⑵－① 

配偶者等に対する暴力

（ドメスティック・バ

イオレンス）は犯罪で

あるという認識を深め

るための啓発を図りま

す。 

総務課 □ 配偶者等に対する暴力（ドメスティック・バイオレンス）

の防止について、ホームページ等を活用して啓発を図った。 

・各行政センター、働く婦人の家に「女性に対する暴力をなく

す運動」のポスターの掲示や県作成の相談窓口等を掲載した

チラシ等を配布 

－ 23 

Ⅰ－２－⑵－② 

「女性に対する暴力を

なくす運動」や「人権

週間」を通じて、暴力

の根絶に向けた効果的

な広報・啓発を図りま

す。 

総務課 □ 配偶者等に対する暴力の防止 

再掲Ⅰ－２－⑵－① 

・女性に対する暴力をなくす運動期間中（毎年11月12日から

同月25日）、街頭啓発を実施 

実施日 平成２２年１１月２０日、２１日 

内 容 男女共同参画推進員及び市職員による啓発 

チラシ、啓発物品の配布 

□ 人権週間街頭啓発 

  実施日 平成２２年１２月１０日  市内５か所 

  内 容 人権擁護委員及び法務局・市職員による啓発チラ

シ、啓発物品の配布 

－ 24 

Ⅰ－２－⑵－③ 

「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する基本計画」（県

計画）に基づき、暴力

に関する関係機関との

連携・協力体制の推進

を図ります。 

総務課 

子ども課 

□ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する庁内体

制の整備に向けて、庁内関係課の課員によるＤＶ対策庁内連

絡会議を設置 

 ・配偶者等からの暴力（ＤＶ）に関する相談件数  

 １４件（延べ３６回） 

 

－ 25 

Ⅰ－２－⑵－④（⑤） 

セクシュアル・ハラス

メント防止に向けた啓

発を図ります。 

 

港湾商工課 

 

 

 

 

 

 

人事課 

□ 職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止 

 市内事業者に対して「労務状況調査」を実施し、防止対策の有

無を確認。その調査結果を報告書として周知した。 

 ・調査基準日  平成２３年１月１日現在 

 ・調査依頼事業所数 ４００事業所 

 ・回答事業所数   ２２８事業所 

 

□ 射水市職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関

する要綱(平成17年11月1日施行)を定め、性的差別のない健

全な職場環境の確保を図っている。 

160 

 

 

 

 

 

 

－ 

26 

 



 
14 

 
具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅰ－２－⑵－⑥ 

子どもの人権が尊重さ

れるための規範となる

「射水市子ども条例」

を周知し、健やかな子

どもの成長を育むまち

づくりを推進します。 

子ども課 

 

□ 射水市子ども条例に基づき、家庭、地域、社会全体の責務を

明らかにし、子どもの幸せと健やかな成長を育むまちづくりを

推進。 

 ・子ども施策推進委員会を開催し、子どもに関する施策推進計

画の進捗状況を報告、確認。 

 ・子ども条例、子どもに関する施策推進計画をホームページで

周知を図った。 

42 27 

Ⅰ－２－⑵－⑦ 

広報・ホームページ等

を活用して、各種相談

窓口の周知を図りま

す。 

関係各課 

 

□ 各種相談窓口を広報に掲載（毎月１日発行）  

３２，６００部発行（平成２３年３月発行分） 

・ホームページに相談窓口を掲載          

□ 女性のこころと生き方に関する相談（毎月２回） 

 ・相談件数  ５９件  

□ 無料法律相談（毎月第４木曜日） 

 ・相談件数  ６７件  

□ 人権相談（市内５か所：毎月１回、人権擁護委員１５名） 

 ・全国一斉特設人権相談の開催（６月１日） 

□ 子どもの悩み総合相談 

 ・相談日 月～金曜日（午前９時～午後５時） 

 ・相談件数 ４６２件  

□ ほっとスマイル子ども相談 

 ・相談日 毎週月・水曜日（午後２時～午後５時） 

・相談件数 ８５件  

－ 

 

 

120 

 

－ 

 

84 

 

2,476 

 

 

5,160 

28 

 



 
15 

Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

 １ 政策・方針決定の場への女性の参画促進 

⑴ 審議会・委員会への女性の積極的登用 

 

政策・方針決定の場に女性の意見を反映させるために、市が設置する審議会等において女性委員の登用

の積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を図ります。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－１－⑴－① 

市の審議会等への女性

委員の登用を推進しま

す。 

関係各課 

 

 

 

 

 

 

□ 市の政策・方針決定の場へ女性の参画を拡大するため、数

値目標を設定し、女性委員の登用を推進 

 ・市の審議会等における女性の登用率 ３２．９％ 

 （平成２３年３月３１日現在） 

・審議会等の女性委員の登用状況を調査し、年次報告に掲載（本

編第２章 各種審議会等における女性委員の登用状況） 

□ 女性団体との連携・支援 

 ・射水市働く婦人の家（射水市婦人会事務局所在地）への情

報の提供として、各種刊行物等を配布 

－ 

 

 

 

 

 

 

29 

30 
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Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

 １ 政策・方針決定の場への女性の参画促進 

⑵ 女性の人材育成と登用の推進 

 

 市職員の資質と能力向上のための研修を推進します。また、市の政策・方針決定の場（審議会、委員会

等）への女性の登用をはじめ、幅広い分野からの女性の人材発掘等を図り、事業所等における女性の管理

職登用についても啓発に努めます。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－１－⑵－① 

市の審議会、委員会等

の女性の登用をはじ

め、幅広い分野からの

人材発掘等を図り、事

業所等における女性の

管理職登用についても

啓発に努めます。 

総務課 

 

 

 

関係各課 

 

□ 審議会等への女性委員の登用 

  再掲Ⅱ―１－⑴－① 

 ・市の管理職の女性職員の登用状況について、年次報告により

公表 

□ 各種審議会等の委員の登用について、公募による登用を実施 

 平成２２年度公募により委員を募集した審議会等 

 ・地域審議会 

・射水市協働のまちづくり推進会議 

・射水市少子化対策推進委員会・子ども施策推進委員会 

・少子化対策調査研究ワーク会議 

・射水市環境審議会 

・射水市社会教育委員 

・射水市図書館協議会 

－ 

 

 

 

－ 

31 

Ⅱ－１－⑵－② 

市職員の女性の管理職

の登用を図ります。 

人事課 

 

□ 毎年、人事異動に関する希望調査（主幹以下）を行い、能力

や意欲に見合う適正な人員配置を実施 

 

－ 32 

Ⅱ－１－⑵－③ 

市職員の能力や資質が

向上するよう、研修の

充実を図ります。 

人事課 

 

□ 職員の能力や意欲を引き出し、高めるよう研修の充実を図っ

た。 

 ・階層別研修（新任・中堅・監督者・管理者） 

２２３人 

 ・専門研修（接遇・政策法務・政策形成能力開発・手話等） 

 ４４３人 

・派遣研修（国・県等） １０人 

 ・自己啓発支援（通信教育等） ３３人 

3,831 33 

Ⅱ－１－⑵－④ 

市職員が多様な職域を

経験するような人事管

理に努めます。 

人事課 

 

□ 人事異動に関する希望調査の実施 

  再掲 Ⅱ－１－⑵－② 

 ・ジョブローテーション、適材適所の人員配置に努めた。（職

員の能力や意欲を活かし、多様な職域を経験できる人員配置を

実施） 

－ 34 

Ⅱ－１－⑵－⑤ 

社会教育団体の支援と

女性リーダーの育成を

図ります。 

教育総務課 

 

□ 社会教育団体の支援 

 ・射水市婦人会活動補助 

  リーダー研修会、部会研修会、家庭教育研究、機関紙発行等 

1,053 35 
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Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

 ２ 地域社会における男女共同参画の推進 

⑴ 男女が共に参画する地域活動の推進 

 
 男女が共に地域活動に参画し、地域の連帯感を深めていくために地域における自治組織、PTA、ボラン

ティア活動等への積極的な男女の参画を推進します。 地域で主体的な男女共同参画の推進を図る男女共

同参画推進員の育成や自治組織、各種団体等の活動に対し、連携や情報提供等の支援を図ります。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－２－⑴－① 

自治組織、PTA、団体活

動等の地域活動への女

性の積極的な参画を図

ります。 

総務課 

 

 

環境課 

□ 自治会等と連携した実践活動の実施    

再掲 Ⅰ―１－⑵－⑧ 

 

□ クリーン作戦（環境美化）等の参加促進 

 ・射水市一斉クリーン作戦２０１０ １０月１７日 

・アダプト・プログラムの推進（公園等の清掃：里親制度） 

団体数５０団体 会員数１，５７３人 

－ 

 

 

36 

37 

Ⅱ－２－⑴－② 

ボランティア活動への

参画を推進するため、

情報の提供やボランテ

ィアの育成を図りま

す。 

社会福祉 

協議会 

(社会福祉課) 

 

□ 広報誌「福祉いみず」（年４回）、ホームページによるボラ

ンティア情報の提供を図っている。射水市ボランティアセ

ンター（社会福祉協議会本所内）によるボランティア育成

支援事業で、講座や研修会を実施した。 

・市ボランティア連絡協議会登録グループ 

 グループ数 ７２ 会員数 １，３７９名 

83,032 38 

Ⅱ－２－⑴－③ 

NPO（特定非営利活動法

人）の設立支援等を図

ります。 

まちづくり課 

 

□ まちづくり、地域づくりに主体的に取り組むＮＰＯへの支

援 

 ・特定非営利活動法人設立支援補助 申請・交付２件 

  ＮＰＯ法人数 ２８法人（平成23年3月31日現在） 

100 39 

Ⅱ－２－⑴－④ 

男女共同参画推進員や

自治組織、各種団体等

の連携や情報の提供を

図ります。 

まちづくり課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課 

□ 協働のまちづくり 

 ・２７の地域振興会において、地域防災力向上対策、公園の維

持管理、敬老会等を実施した。 

 ・ＮＰＯ法人やボランティア団体等の各種団体の専門性・先駆

性を生かした事業の提案を公募し、提案団体と市が協働で事

業を実施する、公募提案型市民協働事業を行った。 

 ８事業の提案、３事業を採択 

・地域振興会の自由な発想を生かした事業の提案を募集し、地

域振興会と市が協働で事業を実施する、地域提案型市民協働

事業を行った。 

 ５事業採択 

□ 男女共同参画推進員への支援 

 ・射水市男女共同参画推進委員会活動補助  

  任期：平成２２年４月１日から平成２４年３月３１日 

３９人委嘱 

  条例や基本計画の普及啓発、研修会の開催 

  啓発紙「いみずのに拓く」発行（年1回） 

  地域啓発事業の開催（介護・男性料理教室等） 

70,801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 

40 
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具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－２－⑴－⑤ 

地域コミュニティの醸

成と自主的な学習活動

拠点としての地区公民

館の充実を図ります。 

教育総務課 

 

 

□ 地区公民館運営及び維持管理（地区公民館２７館） 

 ・公民館活動事業は２７地域振興会へ委託 

 ・中央公民館は平成２０年４月から指定管理へ 

  ※平成２３年度より公民館がコミュニティセンターとなる

ことから、まちづくり課へ所管替えとなる。 

81,094 43 

 

Ⅱ－２－⑴－⑥ 

市が主催する講演会等

で必要に応じて託児室

を開設し、地域活動の

参加促進を図ります。 

関係各課 □ 市が主催する講演会で必要に応じて託児室を設けるなど、子

育て期間中の女性にとっても参加しやすいよう努めている。 

  また、講演会等の開催日や曜日を設定する際には、できるだ

け多くの市民が参加しやすいよう配慮に努めている。 

－ 44 

Ⅱ－２－⑴－⑦ 

地域住民による自主防

災組織への女性の参画

を促進し、女性の視点

から地域の実情にあっ

た自主防災体制の推進

を図ります。 

総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 自主防災組織の育成 

 ・市政出前講座 

   実施回数７回 参加人数１６０名 

 ・防災アドバイザー派遣 

   派遣回数６回 参加人数４００名 

   派遣団体 ふたくち地域振興会安心安全部会等 

 ・地域防災組織化研修及びリーダー研修会（富山県主催） 

   実施回数３回 参加人数４８名 

 ・自主防災組織率（各年３月３１日現在） 

平成２２年度 ９４．８％ 

平成２１年度 ９４．５％ 

平成２０年度 ６０．９％ 

平成１９年度 ５８．６％ 
 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消防本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 婦人防火クラブ 

  一般家庭からの火災を防止するため、婦人（女性）で組織す

るクラブ員が、家庭で使用する火気設備器具等の適切な使用方

法を知り、防火に関する知識と初期消火の技能などの習得に努

め、地域での火災予防思想の普及啓発を図っている。 

 ・市内１１地域で結成、会員数１３１人 

自治会自主防災訓練・市総合防災訓練参加、住宅防火対策

推進広報、防災施設見学研修、消防出初め式参加等 

□ 女性消防団員（平成２１年６月１日～） 

２９人（22年4月1日現在） 

広報、防火啓発、応急手当の普及・指導 

全国女性消防団員活性化大会（奈良県）へ３名参加 

消防出初め式、高齢者宅等訪問、射水市総合防災訓練参加等 

550 

 

 

 

 

 

 

 

 72,392 
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Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

 ２ 地域社会における男女共同参画の推進 

⑵ 国際理解・国際交流の推進 

 
 国際化の時代にあって、異文化に対する理解と交流を図り、国際化に対応したまちづくりを推進します。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－２－⑵－① 

小・中学校において、

児童・生徒が国際理解

を深める学習環境の充

実を図ります。 

教育総務課 

 

 

 

 

 

政策推進課 

 

□ 中学校では、ＡＬＴ（外国語指導助手）とのティームティー

チング（英語科の全授業の2/3程度）により、英語科の実践的

なコミュニケーション能力の基礎の育成を図った。 

□ 小学校では、５・６年生で、学級担任を中心として外国語指

導員とのティームティーチングによる外国語活動を実施し、英

語に触れ、外国文化に親しんだ。 

□ 小学校では、主に１～４年生を対象に、ＣＩＲ（国際交流員）

が外国の文化等を紹介する講義を実施し、国際理解を深めた。 

－ 

 

 

 

 

46 

 

Ⅱ－２－⑵－② 

射水市民国際交流協会

の活動の支援を図りま

す。 

政策推進課 

 

 

□ 射水市民国際交流協会補助 

 ・交流事業（内川遊覧船と町なか散歩、陶芸体験＆国際交流、

サポートセンターお楽しみ会、国際交流パーティ） 

 ・研修事業 

語学講座（ロシア・ポルトガル・英・中国・韓国語、各言

語月２回開催）、国際理解講座～イギリス、料理、特別編～ 

 ・広報事業（会報発行、ホームページ作成） 

 ・多文化共生事業（放生津・太閤山こどもサポートセンター、

夏休み出前サポートセンターによる外国籍児童の支援） 

800 47 

 

Ⅱ－２－⑵－③ 

在住外国人が市民生活

を営む上で必要な情報

の提供や相談体制の整

備を図ります。 

政策推進課 

 

□ 外国語による情報の提供（翻訳情報） 

・予防接種案内等（英・ポルトガル語）、保育園入園申込書・

基準額表・とやまっ子応援券・市勢要覧（英語）、特別児童

扶養手当・公民館使用料案内等（ポルトガル語）、行政ガイ

ド改正版（英・ポルトガル・中国語）等 

□ 多言語生活ガイドブックによる情報提供 

ガイドブック(㈶とやま国際センター発行）、射水市行政ガイ

ドの窓口設置、配布 

□ 射水市多言語情報ＨＰによる情報提供（ＣＩＲ作成） 

  射水市ＨＰの英語版にバナー設置 

□ 在住外国人への相談体制 

 ・ポルトガル語困りごと・生活相談 

  偶数月３月曜日 午後２時～５時 小杉庁舎 

 ・ウルドゥ語交流相談 

  毎月第１・３金曜日 午後２時～５時 小杉庁舎 

□ 外国人からの相談受付 

 ・行政センター窓口・射水市民国際交流協会・(公財)とやま国

際センターと連携 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

48 

49 

 
 



 
20 

 
具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－２－⑵－④ 

在住外国人との共生に

向けた安全で快適なま

ちづくりを関係機関と

連携を図り推進しま

す。 

生活安全課 

 

□ 多文化共生によるまちづくりの集い 

 ・地域住民と外国人事業者及び行政による合同パトロールを中

心に、地域環境の点検、指導啓発活動並びに清掃活動を通し

た意見交換交流会を実施し、相互理解を深める。 

－ 50 

Ⅱ－２－⑵－⑤ 

外国語による公共表示

の整備を図ります。 

関係各課 

 

□ 外国語による公共表示 

  射水市公共サインシステム計画策定（平成２０年３月） 

 ・体育施設利用上の注意書き（英・ウルドゥ語）、情報案内看

板（英語）作成 

－ 50 
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Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

 ３ 雇用や就労における男女平等の推進 

⑴ 雇用機会均等の普及促進 

 
 男女平等な就労・雇用環境の整備に向けて、関係機関と連携を図り就業に関する情報の収集・提供と「改

正雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」等の関係法令の広報・啓発を図ります。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－３－⑴－① 

国・県等の関係機関と

連携し、就業に関する

情報の収集と提供を図

ります。 

港湾商工課 

 

□ ハローワーク、富山労働局、（２１世紀職業財団、富山県、 

商工会議所、商工会と連携し、就業・研修等の情報の収集 

と提供を図った。 

 ・射水市雇用対策推進協議会においてインターネット企業 

ガイド等を実施 

350 51 

Ⅱ－３－⑴－② 

男女の均等な機会と待

遇の確保を図るため、

広報・啓発を通じて、

男女雇用機会均等法の

周知に努めるととも

に、理解と法の遵守を

求めていきます。 

港湾商工課 

 

□ 男女雇用機会均等法の周知、理解への取組 

  パンフレット、ポスター等により周知を図った。 

 

－ 52 

Ⅱ－３－⑴－③ 

男女が共に育児・介護

休暇の取得と職場復帰

しやすい環境整備を図

るため、育児・介護休

業法の周知に努めると

ともに、理解と法の遵

守を求めていきます。 

港湾商工課 

 

□ 育児・介護休業法の周知、理解への取組 

再掲 Ⅰ－２－⑵－④ 

市内事業者に対して「労務状況調査」を実施し、育児・介護

休業制度の状況を確認、その調査結果を報告書として周知し

た。 

 

(160) 53 

Ⅱ－３－⑴－④ 

男女が仕事と家庭の両

立ができるよう、労働

時間の短縮等、労働基

準法の周知に努めると

ともに、理解と法の遵

守を求めていきます。 

人事課 

 

 

 

 

港湾商工課 

 

□ 市の取組 

 ・リフレッシュデー（ノー残業デー）の実施（毎週水曜日） 

  有給休暇取得率 ３８．７％（平成２２年実績） 

 ・育児短時間勤務制度の導入（平成２０年１月） 

 

□ 労働時間短縮等の周知、理解への取組 

  再掲 Ⅰ－２－⑵－④ 

市内事業者に対して「労務状況調査」を実施し、労働時間や

休暇制度の状況を確認、その調査結果を報告書として周知し

た。 

－ 

 

 

 

 

(160) 

54 
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具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－３－⑴－⑤ 

市として、仕事と家庭

（育児）の両立支援の

ための特定事業主行動

計画の推進を図りま

す。 

人事課 □ 市役所における仕事と育児の両立に向けた職員プログラム

の推進 

・市職員の子育ての各種支援制度 

・特定事業主行動計画の策定 

・次世代育成支援特定事業主行動計画推進委員会設置 

・育児短時間勤務制度の導入 

 ・妻の産前産後期間中の父親の７日以上休暇 

取得率５．３％ 

 ・育児休業取得率 男性 ０％  女性 １００％ 

 ・子育て支援、制度に関する情報を網羅した「射水市職員子育

てハンドブック」を作成、セカンドホームページで周知。 

－ 55 

Ⅱ－３－⑴－⑥ 

県のチーフ・オフィサ

ー設置事業の普及啓発

を図ります。 

総務課 □ チーフ・オフィサー設置事業の普及啓発 

 ・男女共同参画巡回講座等を通じて、県制度の普及啓発を図っ

た。 

 

－ 56 
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Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

 ３ 雇用や就労における男女平等の推進 

⑵ 多様な働き方に対する支援 

 

 結婚・出産・育児等でいったん退職した女性の再就職（再チャレンジ）を支援する講座や再就職支援に

関する情報の収集・提供を図ります。また、起業に関する情報や創業者支援融資制度等の周知を図ります。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－３－⑵－① 

再就職支援に関する情

報の収集・提供を図り

ます。 

港湾商工課 

 

 

□ 情報の収集・提供 

 パンフレット、ポスター等で周知を図り、離職者能力再開発 

訓練奨励金で、再就職のためのスキル取得を図った。 

8,419 57 

 

 

Ⅱ－３－⑵－② 

就業支援に関する講座

等の開催を図ります。 

教育総務課 

(働く婦人の

家) 

□ 就業支援に関する講座、セミナー等 

 ・パソコンアドバイザー養成講座 １２回 延べ２３０人 

 ・パソコン検定３級講座     １５回 延べ１９７人 

 ・簿記３級講座         １７回 延べ１４６人 

－ 58 

Ⅱ－３－⑵－③ 

女性労働者が多いパー

トタイマーの労働条件

の向上のため、パート

タイム労働法の周知に

努めるとともに、理解

と法の遵守を求めてい

きます。 

港湾商工課 □ パートタイム労働法の周知 

  再掲 Ⅰ－２－⑵－④ 

市内事業者に対して「労務状況調査」を実施し、短時間労働

者の勤務条件を確認、その調査結果を報告書として周知した。 

 

(160) 59 

Ⅱ－３－⑵－④ 

起業に関する情報や市

の創業者支援融資制度

の周知を図ります。 

港湾商工課 □ 起業に関する情報提供 

  ホームページに商工会議所、商工会、富山労働局等の関係機

関のリンクを設定し、就業・起業に関する情報提供を図った。 

□ 創業者支援融資制度 

  貸付件数 ２５件 １００，９００千円 

－ 

 

 

27,000 

60 

Ⅱ－３－⑵－⑤ 

中小企業や個人事業主

（起業）で、福利厚生

が行えない場合の互助

制度の支援を図りま

す。 

港湾商工課 □ ゆとりライフ互助会 

  市内の中小企業・商店等で働く労働者のために、個々の事業

所では十分に行えない共済事業や福利厚生事業の支援や制度

の周知を図っている。 

  会員数 ９８９人（平成２３年３月３１日現在） 

250 61 

Ⅱ－３－⑵－⑥ 

短時間正社員制度等の

新しい就業形態につい

ての情報の収集と提供

を図ります。 

港湾商工課 □ 就業支援に関する情報の収集・提供 

  再掲 Ⅰ－２－⑵－④ 

市内事業者に対して「労務状況調査」を実施し、短時間労働者の

勤務条件を確認、その調査結果を報告書として周知した。 

(160) 62 
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Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

 ３ 雇用や就労における男女平等の推進 

⑶ 多様な働き方に対する支援 

 

 農林水産業や商工自営業者に対し、男女共同参画意識の普及と意思決定の場への参画促進、労働条件改

善等の啓発に努めます。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅱ－３－⑶－① 

家族経営協定の周知と

締結の促進を図りま

す。 

農林水産課 □ 家族経営協定は、家族経営に関わる経営主や配偶者・後継者

が意欲とやり甲斐を持って経営に参画できるよう、経営方針や

役割分担、働きやすい就業環境などについて、十分な話し合い

により取り決めるものであり、今後もその普及啓発を図ってい

く。 

 ・家族経営協定締結数 ２件（締結累計 ４件） 

276 63 

Ⅱ－３－⑶－② 

農村女性グループの育

成支援を図ります。 

農林水産課 □ 農村女性グループが実施する野菜や加工品等の生産・販売

（農産物直売所、イベント）に関する活動費等の支援を図って

いる。 

276 64 

Ⅱ－３－⑶－③ 

農業の担い手となる女

性農業者の育成を図り

ます。 

農林水産課 

 

 

 

 

農業委員

会事務局 

□ 女性の農業経営への参画 

  市担い手連絡協議会では、地域営農の生産を担う農業者（女

性含む）の育成を図るため、情報の交換や研修会等の自主的活

動を通じて農業振興に取り組んでいる。 

 ・会員数 ６７人（内、女性１４人） 

□ 農業者年金加入促進 

  認定農業者、担い手連絡協議会等の研修会を通じて、農業者

年金の趣旨、制度広報を図っている。 

（農業委員会・農業協同組合と市との連携による加入推進を実

施） 

・農業者年金加入推進者 ２７人（内、女性１１人） 

－ 65 
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Ⅲ 健康でいきいきと暮らせる環境整備 

 １ 家庭生活と社会活動の両立支援 

⑴ 子育て支援体制の充実 

 

 家庭生活と社会活動の両立支援を次世代育成支援行動計画に基づく保育サービス、地域における子育て

支援サービスの施策体系を踏まえ、推進します。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ－１－⑴－① 

延長保育や一時預かり

等、多様な保育ニーズ

に対応した保育サービ

スの提供を図ります。 

子ども課 □ 延長保育   

  １時間（午後７時まで）公立１４／１７園 私立３／９園 

  ２時間（午後８時まで）    私立 ６／９園 

□ 休日保育           私立 ６／９園 

□ 一時預かり 公立 ２／１７園 私立 ４／９園 

□ 病児・病後児保育事業 

        公立 ２／１７園 私立 ５／９園 

－ 66 

67 

68 

69 

Ⅲ－１－⑴－② 

学童保育やファミリー

サポート等、学童期に

入っても安心して子育

てができる支援体制を

図ります。 

子ども課 

教育総務課 

□ ファミリーサポートセンター事業 

  子育てと仕事の両立を支援するため、協力会員・依頼会員・

両方会員に登録し地域の子育て機能を活用した相互援助活動

を支援 

・依頼会員 ２８６人  ・協力会員 １１０人 

・両方会員 ２９人   ・活動件数 １，１１０件 

□ 幼稚園預かり保育事業 

  子育て支援として保育時間以外の延長保育を実施 

  公立 ３／３園、私立 ３／３園 

□ 放課後児童健全育成事業 

  保護者が仕事等で昼間家庭にいない児童の放課後対策の実

施 

 ・放課後児童クラブ（学童保育）１６か所及びさんさん広場２

か所で実施、登録児童数 学童保育 ６０９人 

  さんさん広場 ４９人 

□ 子育て支援センター、つどいの広場事業 

  子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行

うことにより、地域の子育て支援機能を充実 

・センター型  公立 ５か所 私立 ４か所 

 ・ひろば型 私立 ２か所 ・ミニサロン 私立 １か所  

□ 放課後子ども教室推進事業   

  市内１５の小学校単位で放課後や週末の安全・安心な子ども

たちの居場所を設け、地域の方々を指導者としてスポーツや伝

承遊び等の体験活動による地域の交流活動を推進 

  サークル数 ４２サークル  実施回数 ６９８回 

参加人数 延べ１３，２９５人 指導者 延べ２，４６９人 

□ 児童館活動（８児童館及び３児童室（地域振興会）） 

  年間利用者数  １４６，３２０人 

2,370 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

74,977 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

6,824 

 

 

 

 

 

55,948 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 
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具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ－１－⑴－③ 

子育て支援に関する総

合的な情報の提供を図

ります。 

子ども課 □ 射水市子育てガイドブック、ホームページを活用した情報

発信 

 ・射水市次世代育成支援行動計画概要版「射水市子育てガイ

ド」に加え、子育て家庭の閉じこもり防止と外出支援のた

めの子育てマップ・子育てガイドマップを発行。 

平成２２年３月発行 ガイド3,000部 マップ10,000部 

 ・「ちゃいる.com いみず子育て情報」発行 

平成22年6・9月、平成23年2月 各2,000部 

 ・子育てホームページ「いみず子育て情報ちゃいる.com」  

の情報更新。 

 ・「ちゃいる.comてれび」として、毎月第1週の月～日曜日

で子育てＱ＆Ａ、乳幼児健康診査日程やイベント情報など

をＣＡＴＶにて提供。 

3,074 77 

Ⅲ－１－⑴－④ 

育児不安軽減のための

相談体制の充実を図り

ます。 

健康推進課 

 

 

 

 

 

 

 

□ 育児相談等の実施 

・実施回数 ２２９回 

新湊・小杉・大門・大島・下の各保健センター 

項  目 延べ参加人数（人） 

育児相談 ２，７４１ 

母乳相談 ２１６ 

栄養相談 ４４６ 

離乳食実習 ７１７ 

 

□ 育児要支援家庭訪問 

 ・育児ストレスや産後うつ病などにより、子育てに不安や孤

立感を抱えている家庭を、栄養士、保健師が訪問し、育児や

栄養指導、精神面のサポートを行った。 

訪問件数 延べ３３４件 

78 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１－⑴－⑤ 

子育て体験や父親の育

児参加を促すパパ・マ

マ教室を通じて、ワー

ク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）

についての意識啓発を

図ります。 

 

健康推進課 □ もうすぐパパ・ママ教室 

  妊娠中の両親を対象として、母子保健制度の説明、妊娠期

の栄養指導、調理実習、沐浴指導、オムツや着替えの仕方、

妊娠擬似体験等を実施 

 ・年１０回開催  参加数１１８組（延べ２３５人） 

 

□ 新米パパ・ママ教室（生後６か月以降） 

  生後６か月以降の児を持つ両親を対象として、父親の育児

参加の必要性を学び、遊びを通して児とのスキンシップを図

っている。 

 ・年６回開催  参加数５７組（延べ１１４人） 

73,910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 
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Ⅲ 健康でいきいきと暮らせる環境整備 

 １ 家庭生活と社会活動の両立支援 

⑵ 介護支援体制の充実 

 

育児・介護休業法の周知に努めるとともに、高齢者福祉計画に基づく、在宅サービス支援の施策体系を

踏まえ、介護支援体制の充実を図ります。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ―１－⑵－① 

育児・介護休業制度等

の周知と両立支援に関

する広報・啓発を図り

ます。 

港湾商工課 □ 育児・介護休業法の周知  

再掲 Ⅰ－２－⑵－④ 

市内事業者に対して「労務状況調査」を実施し、育児・介

護休業制度の状況を確認、その調査結果を報告書として周知

した。 

(160) 80 

 

 

154 

31 

300 

45 

17,090 

14,075 

200 

41,371 

 

 

 

 

Ⅲ―１－⑵－② 

在宅高齢者等の介護者

の負担の軽減を図るた

め、介護サービスの充

実を図ります。 

長寿介護課 □ 在宅福祉対策           （単位：人、件） 

項    目 利用実績 

ミドルステイ事業 ４ 

ホームヘルプサービス事業 １ 

寝具丸洗い乾燥サービス事業 延べ１７８ 

徘徊高齢者等家族支援サービス事業 ５ 

おむつ支給事業 ３７６ 

在宅要介護高齢者福祉金支給事業 ４０５ 

家族介護慰労事業 ２ 

生きがい対応型デイサービスセンター運営事業 延べ５２０ 

緊急通報装置設置事業 １６７ 

高齢者タクシー利用券 １９９ 外出支援サービ

ス事業 移送サービス 延べ５４１ 

在宅福祉介護手当 延べ４６６ 

高齢者住宅改善支援事業 （件）４ 
 

 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

 

 

 

 

 

 

  □ 地域型在宅介護支援センター運営事業 

  地域包括支援センター協力機関として６か所に委託設置。

高齢者実態把握、高齢者総合相談、地域ケア会議に参加し、

包括的・継続的なケア体制の構築を図った。 

 

□ ひとり暮らし高齢者等訪問給食サービス 

  利用者数 ２６８人 年間９，５４０食 

3,338 
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具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ―１－⑵－③ 

高齢者の総合相談支援

や地域の関係機関との

連携による包括的・継

続的なケア体制を推進

します。 

長寿介護課 □ 地域包括支援センター（委託４箇所） 

  介護予防の拠点として、介護予防マネジメント、総合相

談、権利擁護等の支援を図った。 

地 区 名 設 置 場 所 

新 湊 東 地 域 特別養護老人ホーム「七美ことぶき苑」

内 

新 湊 西 地 域 特別養護老人ホーム「射水万葉苑」内 

小杉・下地域 特別養護老人ホーム「大江苑」内 

大門・大島地域 特別養護老人ホーム「こぶし園」内 

 ・相談件数 ２,５８７件 

  内 虐待に関すること        １１３件 

成年後見・権利擁護に関すること  ７２件 

 ・特定高齢者通所型介護予防事業 

  運動、栄養、口腔、認知の計１７コース 

  延べ２，３３７人 

 ・特定高齢者訪問型介護予防事業（１２３人訪問） 

 ・高齢者虐待防止ネットワーク会議の開催 

62,557 90 
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Ⅲ 健康でいきいきと暮らせる環境整備 

 １ 家庭生活と社会活動の両立支援 

⑶ ひとり親家庭の自立支援 

 
 ひとり親家庭の生活の安定と養育される子どもの健全な成長のため、相談体制や自立支援の取組を図り

ます。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ―１－⑶－① 

ひとり親家庭の自立と

安定した生活が送れる

ように、情報の提供と

母子自立支援員による

相談体制の充実を図り

ます。 

子ども課 □ 母子自立支援員の配置 １名 

  母子家庭等の自立に必要な情報の提供、相談指導等の支援

を行うとともに職業能力の向上や求職活動に関する支援を

実施 

 ・相談件数 母子相談 ４２６件（延べ６８１回）  

       父子相談 １０３件（延べ１０９回） 

□ 母子家庭自立支援給付事業 

  母子家庭の母の経済的な自立に効果的な資格取得期間中

の安定した就業環境の提供、就業機会創出等を支援 

 ・高等技能訓練促進費支給者   ９人 

 ・入学支援終了一時金支給者   ４人 

2,420 

 

 

 

 

 

12,175 

91 

92 

Ⅲ―１－⑶－② 

経済的な負担の軽減を

図るため、児童扶養手

当の支給や就学等の援

助を図ります。 

子ども課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課 

□ 児童扶養手当の支給 

  離婚などにより父と生計をともにしていない児童の母や、

父が身体などに重度の障害がある児童の母、あるいは母に代

わってその児童を養育している方に対し、母子家庭等の生活

の安定と自立を支援する。 

（平成２２年８月より父子家庭の父にも支給） 

 ・受給者数 ５８７人 

□ ひとり親家庭等医療費助成 

  ひとり親家庭の母又は父とその児童に対し、医療費の自己

負担分を助成することで、ひとり親家庭等の健康の向上と生

活の安定を図る。 

 ・受給者数 １，７５２人 

□ 母子家庭小口資金貸付金（１２万円限度/年） 

 ・貸付者数 ２人 

□ 射水市母子寡婦福祉連合会補助 

 ・会員数  ２０４人 

  親と子の集い、母子学級、寡婦研修等 

□ 要保護・準要保護児童就学の援助 

  経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保

護者に対し、給食費、学用品費等を助成 

 ・小学校 準要保護児童就学等援助費（３８８人） 

 ・中学校 準要保護児童就学等援助費（２３９人） 

239,099 

 

 

 

 

 

 

55,426 

 

 

 

 

220 

 

333 

 

 

39,572 

 

 

 

 

93 

94 

95 

96 

97 
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Ⅲ 健康でいきいきと暮らせる環境整備 

 ２ 生涯を通じた健康づくり 

⑴ 生涯を通じた心身の健康支援 

 
 乳幼児から高齢者まで、すべての人が主体的に健康管理できる支援や生涯スポーツの推進を図ります。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

□ 健康づくりの啓発・推進 

 ・いみず健康フェスティバルの開催 

  開催日 平成２２年９月５日 

開催場所 アイザック小杉文化ホールラポール 

  参加人数 ５２５人 

 ・「ぱくぱくクッキング」作成 

４回製作、その他ケーブルテレビで健康づくり情報を発信 

□ 地域啓発活動の推進（健康づくり推進員） 

・健康づくり育成事業          （単位：人） 

項  目 開催回数 延べ参加者数 

栄養教室 １２ １９９ 

ヘルスボランティア養成講座 １３ ２４０ 

食生活改善推進員研修会 １４ ６３５ 

ヘルスボランティア研修会 ４ ３９８ 

 ・健康づくり推進員活動         （単位：人） 

項  目 開催回数 延べ参加者数 

食生活改善推進活動 ９５７ ６，５６３ 

ヘルスボランティア活動 ７８６ ２０，２４４ 
 

2,609 

 

 

 

 

 

 

634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

99 

100 

Ⅲ―２－⑴－① 

健康フェスティバルの

開催やケーブルテレビ

を活用した「保健セン

ターだより」の放映等、

健康づくりの啓発・推

進を図ります。 

健康推進課 

□ 健康手帳の交付 

  自らの健康管理と適切な医療を確保するため、健（検）診

結果等の記録手帳を交付して健康づくりを推進 

・交付数   

４０歳～７４歳 １，５７０人 

７５歳以上     ２８４人 

16,892  
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具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ―２－⑴－② 

乳幼児の健康診査、教

室を通じて心身ともに

健やかな成長を支援し

ます。 

健康推進課 □ 母子保健事業の充実          （単位：回、人） 

項    目 
実施 

回数 

受診者 

（参加）数 

母親教室（マタニティ教室） １２ ９７ 

妊婦一般健康診査 ― ８，５０３ 

乳児一般健康診査 ― １，２１４ 

新生児訪問指導 ― ３９３ 

育児相談等（育児・母親・ 

栄養相談・離乳食講習） 
２２９ ２，７４１ 

地域育児教室 １５ １２９ 

要観察児教室 ４６ １３５ 

 

□ 乳幼児健康診査            （単位：回、人） 

項 目 ３か月児 １歳６か月児 ３歳６か月児 

実施回数 ３６ ３６ ３６ 

受診者数 ７４６ ７９６ ８４３ 
 

73,910 101 

健康推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 性感染症や HIV（ヒト免疫不全ウイルス）/AIDS(後天性免

疫不全症候群）の正しい知識と予防の普及・啓発に関するパ

ンフレット・チラシ等を健康推進課及び各保健センター窓口

に随時配布 

 ＜参 考＞ 高岡厚生センター射水支所 

項  目 電話相談 
面接相談 

（含結果告知） 
検査件数 

性感染症・クラミジア 

抗体検査 
０ ５３    ２７

エイズ検査 ７ ７４ ３６
 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

103 

Ⅲ―２－⑴－③ 

児童・生徒の発達段階

に応じた性教育や性感

染症、HIV等、正しい知

識の周知と防止対策を

推進します。 

教育総務課 

 

 

 

 

 

□ 発達（成長）段階に応じた性教育の実施 

  学級活動、小学校の体育科（保健分野）、中学校の保健体

育科（保健分野）の学習で発達段階に応じて性に関する教育

を行った。養護教諭とのティームティーチングによる学習を

進めるなどして、児童生徒に正しい知識を身に付け、男女は

人間として平等であり、相互に人格を尊重しながら生活すべ

きことを指導した。 

□ 性病予防、薬物乱用防止パンフレットの配布 

－ 
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具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

□ 健康教育の推進          （単位：回、人） 

項  目 回数 参加者数 

骨粗しょう症予防教室 １９ ９６２ 

病態別教室 ５ ８０ 

一般健康教室 ２４ ９１８ 
 

16,892 104 

105 

106 

107 

108 

□ 健康相談の推進          （単位：回、人） 

項  目 回数 参加者数 

総合相談（窓口相談等） ２３３ ７１６ 

病態別健康相談 ４２ １３２ 

骨粗しょう症相談 ６ ６９ 

糖尿病相談 ２ ７１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

□ 健康診査の推進            （単位：人） 

項    目 受診者数 

一般健康診査：３５～３９歳 ４０４ 

特定健康診査：４０～７４歳 ６，４８９ 

後期高齢者の健康診査：７５歳以上 ４，０７５ 

肝炎ウイルス検診：４０歳以上 ４０５ 

骨粗しょう症検診：４０～７０歳女性 １，１０８ 

歯周疾患検診：４０～７０歳 ６９８ 
 

 

 

 

 

 

 

 

□ 訪問指導の推進  

健康診査の要指導や健康問題を抱えた家族等を対象に、保

健師・栄養士が訪問指導を行い、健康の保持・増進を図った。  

要指導者等 ８７人  その他 ４人 

□ がん検診の推進          （単位：％、人） 

項  目 受診率 受診者数 

胃 ２２．９ ５，５１９ 

大腸 ２９．６ ７，５３２ 

肺・結核 ３５．９ １０，０２９ 

子宮 ３２．６ ６，３８２ 

乳房 ３２．９ ５，１９９ 

 ・前立腺がん検診      ６７４人 

 ・ヘリカルＣＴ肺がん検診  １９２人 

 ・とやまＰＥＴ画像診断センター検査料助成 

１０，０００円   ３７件 

 

 

 

 

147,167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ―２－⑴－④ 

健康的な食生活習慣の

確立や生活習慣予防を

重視した健康診査、各

種がん検診、健康教室、

健康相談の充実を図り

ます。 

健康推進課 

市民･保険課 

 

□ こころの健康づくり 

 自殺対策を緊急に強化するため、個々のニーズに応じたき

めこまかな相談支援等を実施    （単位：回、人） 

項  目 回数 参加者数 

こころの健康相談 ２４ ３６ 

ボランティア研修 １ ３３０ こころの健

康づくり研

修会 

高齢者こころの健康

づくり出前講座 
９ ３２０ 

ママとパパのリフレッシュセミナー １ ２９(組) 
 

881 
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具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

  

 

 

 

 

 

 

 

□ 特定保健指導の実施 

 特定健康診査の結果より保健師・栄養士が保健指導、栄養

指導を行った。            （単位：人） 

項    目 実施回数 参加者数 

メタボ予防体験半日コース ５ ２７ 

メタボ予防相談会 １７ ４７ 

ウエストすっきり教室 １６ １４４ 
 

1,317  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ―２－⑴－⑤ 

飲酒、喫煙等の健康被

害等の正しい情報の提

供や受動喫煙防止の推

進を図ります。 

健康推進課 □ 健康被害に対する情報提供や受動喫煙防止 

  健康教育や健康相談等で個別に生活習慣改善指導を実施 

再掲 Ⅲ―２－⑴－④ 

 

 (16,892) 109 

Ⅲ―２－⑴－⑥ 

総合型地域スポーツク

ラブの支援をはじめ、

スポーツ・レクリエー

ション活動が楽しめる

多様なスポーツ実践活

動を推進します。 

文化・ 

スポーツ課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 総合型地域スポーツクラブの支援 

  市内５つの総合型地域スポーツクラブの自主運営に向け 

活動費等の支援を図っている。     （単位：人） 

名    称 会員数 

ＮＰＯ法人カモンスポーツクラブ １，３８８ 

ＮＰＯ法人こすぎ総合型スポーツクラ

ブきらり 
１，２２２ 

ＮＰＯ法人だいもんスポーツクラブ ３９８ 

ＮＰＯ法人おおしまスポーツクラブ ５８２ 

ＮＰＯ法人しもむらスポーツクラブ 

まいけ 
３９１ 

 

2,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

111 

112 

  □ 地域スポーツ活動の環境整備（学校開放事業） 

項    目 施 設 数 利用人数（延べ）

体育館 １５ ７６，８８１ 
小学校 

夜間照明グラウンド １１ ３９，２０９ 

体育館 ６ ２４，２１０ 
中学校 

夜間照明グラウンド ３ ５，２２７ 

 

□ スポーツ指導者の育成 

  スポーツの普及・振興及び市民に対するスポーツの実技

指導を行なうための体育指導委員を１１４名委嘱 

5,049  
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Ⅲ 健康でいきいきと暮らせる環境整備 

 ２ 生涯を通じた健康づくり 

⑵ 母性保護と健康支援 

 

女性はライフサイクルを通じて男性と異なった健康上の問題に直面することから、女性の身体的変化の

過程や母性保護と健康に関する施策を推進します。 

 
具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ―２－⑵－① 

女性の思春期、妊娠、

出産期、育児期、更年

期、高齢期等に応じた

健康づくりの支援を図

ります。 

健康推進課 □ 妊娠届出者へ母子健康手帳を交付し、妊産期からの「食育」

をはじめとする保健・栄養指導を実施 

 ・母子健康手帳交付件数 ７１０件 

 

73,910 113 

Ⅲ―２－⑵－② 

妊産婦の健康診査や妊

娠、出産に伴う心身の

健康上の問題に対する

支援を図ります。 

健康推進課 □ 母子保健事業   再掲 Ⅲ―２－⑴－② 

□ パパ・ママ教室  再掲 Ⅲ―１－⑴－⑤ 

□ 母子保健推進員活動の推進 

  妊産婦や乳幼児の家庭を訪問し、子育て情報を提供するな

ど、地域ぐるみで育児支援を図っている。 

 ・射水市母子保健推進員 １００人 

   家庭訪問活動 １，１９４件 

   事業協力 １３７人  地区活動 ６２８人 

□ 健康診査の推進  再掲 Ⅲ―２－⑴－④ 

□ 妊婦歯科健康診査 

  妊娠届出時に健診希望者に受診券を交付、市内指定医療機

関で受診  受診者数 ２２０人 

 (73,910) 

 

 

 

 

 

 

 

16,892 

6,005 

 

114 

115 

116 

117 

 

Ⅲ―２－⑵－③ 

不妊に関する一次的な

健康相談、専門機関の

紹介や不妊治療に要す

る経済的な支援を図り

ます。 

子ども課 □ 不妊治療の推進 

  不妊治療に要する費用を１年に３０万円を限度として支

給 

 ・不妊治療助成費件数 １１０件  

18,591 118 

Ⅲ―２－⑵－④ 

女性のがんの罹患率
りかんりつ

の

第一位である乳がんに

ついて、がん検診の受

診率の向上を図り、早

期発見に努めます。 

健康推進課 □ がん検診 

再掲 Ⅲ―２－⑴－④       （単位：％、人） 

項  目 受診率 受診者数 

子宮 ３２．６ ６，３８２ 

乳房 ３２．９ ５，１９９ 
 

(147,167) 119 
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Ⅲ 健康でいきいきと暮らせる環境整備 

 ２ 生涯を通じた健康づくり 

⑶ 高齢者等の社会参画に対する支援 

 

高齢者が長い間に培ってきた豊かな知識と経験を生かし、単に支えられる立場でなく、他の世代と共に

社会を支える役割を担い、自立していきいきと安心して暮らせる生活環境の整備を図ります。また、障害

のある人も同様に社会に参画する支援を図ります。 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ―２－⑶－① 

高齢者の健康や介護予

防、生きがい対策等の

施策の推進を図りま

す。 

健康推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 元気高齢者支援事業        （単位：回、人） 

項   目 回 数 延べ参加人数 

パワーアップ貯筋教室 ３８１ ３，５８１ 

（研修会含む) 

骨粗しょう症予防教室 ６ １９２ 

高齢者健康教育 ２３ ７１２ 

高齢者健康相談 ３１６ １，３１９ 

高齢者地域サロン ３５ ６０７ 

運動自主グループ等 ４５ ２８６ 

ステップアップ教室 ３３２ ２，２７９ 
 

7,802 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 長寿介護課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 地域介護予防活動支援事業 

  うつ・閉じこもり支援、運動器の機能向上などの支援のた

め、通所型の介護予防教室を開催し、介護予防の普及を図っ

た。                （単位：回、人） 

項   目 回数 延べ参加人数 

通所型介護予防事業（運動器の

機能向上、うつ・閉じこもり予

防等） 

 

７６ 

 

１，５１０ 

介護予防サポーター研修 ３ ３８９ 

介護予防人材育成事業 １８ １，１６７ 

介護予防地域啓発活動 ４０ ８３３ 

 ・地域住民グループ支援事業 

  小地域ネットワークづくり １０地区 

ふれあいランチ ７地区 

・地域ふれあいサロン運営事業 １９７団体 

 ・脳リハビリレクリエーション事業 

  新湊中央・南部ふれあいサロン 各４９回 

14,133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

□ 高齢者生きがい対策事業 

 ・老人クラブ運営補助 

  単位老人クラブ数 １５９ 会員 １４，０２１人 

 ・ふれあいサロン運営事業（５か所） 

  年間延利用者数 ２３，４５０人 

 ・ふれあい健康農園運営事業 １８２区画 

 ・福祉入浴券交付事業 対象者 １５，１１６人 

 ・節目祝事業（100歳祝 １０人）、教養教室等 

49,117  



 
36 

 

具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ―２－３－２ 

高齢者の豊かな知識と

経験を生かした、ボラ

ンティア活動や地域づ

くり等の社会参加の推

進を図ります。 

社会福祉課 

 

□ ボランティアセンターの運営 

 ・ボランティアセンター（運営主体：社会福祉協議会）の事

業運営に係る経費の支援 

 ・ボランティアコーディネーター設置事業への支援 

  ボランティアコーディネーター ３人 

 ・ボランティアフェスティバルの開催 

   開催日 平成２２年１１月２１日 

   場 所 射水市小杉社会福祉会館 

□ ボランティア団体への支援 

 ・ボランティアセンター（１か所）、ボランティアステーシ

ョン（２か所）設置 

 ・ボランティア保険の加入等、地域におけるボランティア活

動を支援 保険加入者 １，２１８人 

83,032 122 

Ⅲ―２－３－３ 

高齢者の働く喜びと社

会参加を促すシルバー

人材センターの活動の

支援を図ります。 

長寿介護課 

 

□ 高齢者労働能力活用事業 

 ・シルバー人材センター 

  会員数        ９２９人 

  受託事業件数   ９，５６３件 

  就労延べ人数  ９３，７７８人 

20,605 127 

Ⅲ―２－３－４ 

障害のある人への自立

支援を推進するため、

社会活動への参加を促

進し、相談体制の充実

を図ります。 

社会福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

□ 障害者福祉対策事業        （単位：件、人） 

項    目 件数（対象人数） 

在宅障害児（者）デイケア事業 ２，５３０ 

福祉タクシー等事業 ３５４ 

心身障害児通園通院等介護助成事業 １３６ 

精神障害者施設通所費用助成事業 ５４ 

おむつ支給事業 ２４７ 

住宅改善費助成事業 ９ 
 

17,265 

 

 

 

 

 

 

 

124 

125 

126 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 地域生活支援事業 

 ・地域活動支援センター 

  障害者の総合相談窓口としての機能のほか、創作的活動又

は生産活動の機会の提供を図っている。 

（あいネットいみず、ふらっと、つくしの家いみず） 

・障害者相談支援事業（あいネットいみず） 

  障害者の相談に応じ、情報の提供、助言及び福祉サービス

の利用支援を図っている。 

 ・移動支援事業 

屋外での移動に困難を伴う障害者の外出支援を図ってい

る。  延べ６９６件 

・日常生活用具給付事業  延べ２，０１６人  

 ・市町村社会参加推進事業（奉仕員養成事業） 

  手話、点訳及び朗読奉仕員の養成研修を行うほか、障害者

の社会参加の促進を図っている。 

□ 自立支援給付費 

 ・介護給付費（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障

害者等包括支援等）  延べ４４１人  

・上記以外の介護給付費等  延べ５，５８２人 

83,318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

764,671 
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具体的施策 担当課 平成２２年度 実施概要 事業費 施策No 

Ⅲ―２－３－５ 

高齢者・障害者をはじ

め、すべての人々が、

安全で快適な日常生活

が送ることができるよ

うに、公共的施設等の

利用上の障壁の除去や

円滑な移動環境の整備

（バリアフリー化）を

図ります。 

社会福祉課 

 

□ 公共施設等のバリアフリー 

  公共施設等のバリアフリーの促進を図り、障害の有無に関

わらず、すべての市民が生活しやすいまちづくりを目指

す。 

 ・視覚障害者用点字ブロック整備事業 

100 127 
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